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日本の司法権

最後に被告人に弁明の機会を与えた上で結審
する、というのが大方の裁判の流れなのです。

このように、筆者が法曹界に知己を持ち、
公判の実際を体験した上で思うのは、“ 日本の
司法制度は、世界に誇れる公正無比なものだ ”
ということです。もちろん、人間のすること
ですから、“ 誤審だ、えん罪だ ” と言われるこ
とも皆無ではないでしょう。しかし、この国
の司法の場には、たとえば（どこかの独裁国
家のように）政治権力が介入して正義がねじ
曲げられる余地はありません。現憲法ができ
て最初の大法廷で、初代最高裁長官三淵忠彦
が宣言した「裁判所は外部の如何なる勢力に
も屈することなく、良心に従い、独立してそ
の職権を行使する。憲法及び法律に拘束され
る他、何らの拘束も受けませぬ」という立場
はしっかりと護られていると思うのです。

しかるに、一方、昨今の日本には、別の意
味での司法の危機があります。それは、司法
についての専門的な訓練も受けず、何ら法的
権限も持たないマスコミやネットメディアが、
あたかも自分たちに司法権があるかのように
振る舞っていることです。興味本位に、いわ
ゆる “ 不祥事 ” 他人のアラ探しに奔走して、
本物の検察なら不起訴にするような些細な事
犯でも、“ 社会を騒がせた罪 ” などと煽る。任
命権者でもないのに “ 責任者の誰某はいつ辞
めるのだ！ ” などと迫る。時間をかけて事を
丸く治めようとすれば “ 隠蔽 ” だと騒ぎ、す
ぐに処置を発表すれば “ 拙速で粗雑な処分だ ”
などという。被告人の立場に立たされた人の
黙秘権や弁護権は一切認めず、自分たちの指
摘が否定されれば “ 開き直りだ ” 無視されれ
ば “ 知る権利の侵害だ ” などと大騒ぎ。正式
の裁判での手続きは一切省かれ、作られた風
評・世論で一方的に断罪されるのです。

このような状況が蔓延すれば、“ 日本の司法
権が歪められ、いずれ何者かによる独裁政権
が現出しかねない ” とても危険なことである
ことを、今、マスコミやネットメディアの人
たちをも含めて、全ての日本人に認識しても
らいたいと思う次第です。

筆者の教会に、「将来は弁護士になって人だ
すけをしたい」と、小学生の頃から言ってい
た女の子がいました。そして彼女は見事に大
学４年生の時に司法試験に合格したのですが、
司法研修所での最初の合宿研修が終わって
帰ってきた時に、「会長さん、お約束の弁護士
ではなく裁判官になってもいいですか？」と
聞いてきました。それで、「何故、進路変更…？」
とたずねますと、「教官が、（彼女の成績が頭
抜けているので）どうしても裁判官になれと
薦めるのを断り切れないので…」と言います。
「人を裁く裁判官になって、たとえば、目

の前の被告人に “ 死刑 ” などと宣告ができる
の？」と聞くと、「それは、大丈夫です。（成
績順で希望を聞いてくれるので）民事裁判の
担当になれば、双方の和解への調停をするの
が主たる仕事ですから、お道の精神を生かし
て人だすけができます」という。「裁判の本来
の目的は、お互いが仲良くできるようにする
ことです」という彼女の言に納得して、進路
を変更することに同意。そして今、彼女は東
京地裁で裁判官をしています。しかるに、そ
ういう身近な人物が法曹界にいて、また裁判
所も自教会の隣りにありながら、自分では法
廷内を見学する機会がなかったのですが、先
日、ある刑事事件の被告の身元引受人として、
初めて法廷で証言をする経験をしました。

刑事事件の公判では、先ず被告人に黙秘権
を説明してから罪状認否に進むのですが、そ
れからは、事前に検察・弁護双方が提出した
文書・主張について、判事が自分の理解に誤
りがないかを確認し、お互いの主張の法的根
拠の正当性を判断するのが主な作業になりま
す。ですから、証人喚問も弁護側が提出した
文書の信憑性を担保するのが主な目的で、証
言の内容が判決を左右することはまずありま
せん。相手が素人の裁判員なら、証人や弁護
士の派手なスタンドプレイも有効かもしれま
せんが、プロの裁判官相手には、テレビドラ
マの検事と弁護士のような丁々発止のやりと
りなど無駄なのです。判事が双方の提出した
文書での意見・主張の整合性を点検した上で、出張報告／新宗連「公開講座」でパネル発表


